
事務連絡

平成 25年 10月 11日

動物控室薬品検査所 練中

消費・安全局畜水産安全管理綴

薬事審資管理班長

動物燃授を薬品等取締妓郊の一部告と改正する省令のおi定について

とこのことについて、別添容しのとおり各都道府県あて通知したので、後:γ知

ください。
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北海道畜産主務線御中

農林水産省消費・安全局

畜水産安全管遼諜

薬事審査管理蕊長

動物用濠薬品毒事取締幾剣の…締役改正する省令の制定について

薬事法{昭和� 35年法律第� 145与す。以下「法j という。〉第� 83条第� 1項の規

定iとより読み替えて巡J特設けもあ法第� 44条第� 2攻及び第� 49条第� 1項の規定に基

づき、動物用医薬品毒事取締規則の…都議?改正する省令(平成� 25年農林水産省

令第� 67号)がJ3� IJ添のとおり公布れ、問問から施行されました。

今回の改正内容は下記のとおりで十ので、草案事監視及び指導の参考としてく

ださい。

昔日� 

1 	 改正の内務

イヌインタ」ブニcロンーアルファそ有効成分と寸る外用剤及びトセラニブ

リン酸塩を有効成分とナる錠剤の製滋販売承総申請が承認されることに伴っ

て、以下の改正そ行った。

(1)劇薬の一部制徐� 

fイヌインタムフェεロン及びその綴新j のうち、� fイヌインターフエロ

ン ガンマ及びその製剤j のみ惑と綴薬と十るよう改� 

(2)凄j薬の指定 
  

fトセラニブ、その主義類及びそれら省ど含有する製剤j をE製薬に指定
 

( 3 )要指示医薬品の指定 


トセラニブジン験主築後合手写する製鋼会華客掲示医薬品に指定
 

2 	施行期日

平成� 25年� 10 j]11お



3 	参考

今般承認さ5れる動物用医薬品の概要は以下のどおりです。� 

(1)イヌぷンクープエなロンーアノレブアを有効成分とする外用

販売名:インターベリ…� α(ホクサン株式会社)

有効成分:遺伝子組換えイヌインターブエロン� α令会むイチゴ;然災

凍結乾燥紫外線照射粉米


効能 又 は 効 巣 犬 �  歯肉炎の予防及び治療 
2

( 2) トセラニブジシ酸壊を有効成分とする錠郷

販売名:パラディア錠� 10、同� 15及び問� 50(ゾエティス・ジャパン株

式会社〉

有効成分:ト令ラニブリン襲愛媛

効 能又は効果犬�  Paむ泌主グレード� II(中間製)または狙(分化型〉の再

発した皮膚の般機紹胞腿
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